
磯子区マスコットキャラクター「いそっぴ」着ぐるみ使用申請書 

 

年  月  日 

（申請先） 

磯子まつり振興委員会委員長 

（申請者） 

所在地 

団体名 

代表者名             印 

 

 次の行事に磯子区マスコットキャラクター「いそっぴ」の着ぐるみを使用した

く、申請します。 

 なお、このことに関して磯子まつり振興委員会の指示並びに「いそっぴ取扱注

意事項」の内容を遵守するとともに、使用等に伴う損害等が発生した場合は、私

がいっさいの責任を負い、磯子まつり振興委員会にはご迷惑をおかけしないこと

を誓約します。 
 

 １ 行事名・会場・日程について 

 

 

 

 ２ 使用目的 

 

 

 

 ３ 借用期間（最大５日間） 

 

     月  日（  時  分）～  月  日（  時  分） 

 

  ※貸出・返却は、磯子区役所６階地域振興課窓口になります。 

 

 ４ 連絡先（担当者名、電話番号等） 

 

 

 

 ５ 添付書類（行事の内容がわかる資料（チラシ・ポスター等）） 
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いそっぴ取扱い注意事項 

 

いそっぴ着ぐるみのご利用に際し、代表者、着用される方、介添え役、運搬

者等関係者に必ずこの注意事項を渡して、情報共有をしてください。 

 

１ 申し込み方法等について 

（１）借用を希望される場合には、必ず申請書をご提出ください。口頭等によ

る受付はいたしません。 
（２）申請書の提出は、借用開始日の２か月前から１週間前までの申請を受け

付けます。上記日が土日祝にあたる場合には、その前日とします。 
（３）申請書の提出方法は、磯子区役所６階 地域振興課窓口での受付のみと

させていただきます。 
（４）借用優先順位は申し込み順とさせていただきます。 
（５）借用期間は最長５日間とさせていただきます。なお借用開始日時と借用

終了日時は磯子区地域振興課営業日とさせていただきます。 
（６）使用目的等によっては、申請をお断りする場合もございます。 
（７）着ぐるみの状態によって、急きょお貸しできない場合もございます。 
（８）区役所職員による着用・アテンド等は行いませんのでご了承ください。 
（９）申請者以外の団体への貸出や目的外の使用が無いようにしてください。 

 

２ きぐるみ持ち運びについて 

（１）素材は発泡スチロールなので、壊れやすく、持ち運びに注意してくださ

い。（ドスンと置くと凹みます。） 
（２）花の部分は特に壊れやすいので、持ち上げたり、引っ張ったりすること

のないようにしてください。 
（３）口の部分に手を入れて持ち歩かないでください。 
（４）着ぐるみの上に荷物を置いたり、乗ったりしないでください。 
 

３ 着用時に用意する物 

（１）長袖シャツ 
（２）長ズボン 
（３）タオル（頭に巻く用） 
（４）手袋 
※汗をかなりかきます。汗が直接着ぐるみに付かないよう上記の４点は必ず

着用してください。 
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４ 着用においての注意点について 

（１）着用時（いそっぴ出演）のタイムスケジュールを必ずお作りください。

なお炎天下での着用は 10分が限界です。 
（２）着用する前日は飲酒を控える等、体調を万全にしてください。 

（３）着替えは、関係者以外誰にも見られないようにしてください。 
（４）あらかじめ「はっぴ」にいそっぴの腕を通してから着用してください。 
（５）着用の順番は、胴体→足→両腕→頭です。 
（６）着用者の頭の上一点だけで、着ぐるみの大きな頭を支えているので、回

数をこなすと首に負担が生じます。二の腕で頭を持ち上げることが出来

ますので、動いていないときや待機しているときは二の腕で支えると負

担が軽減されます。 

（７）着ぐるみの目の部分から外は透けて見えますが、正面が見えません。そ

のため、必ず介添え担当者を付けて案内等をさせてください。 
（８）性別が不明という設定のため、絶対に発声しないでください。 
（９）握手をするときや手を振るとき、中から相手を見るようにすると着ぐる

みの目線が相手と合わなくなりますので、首を振って場所を確認した上

で、目と目の間に相手が隠れてしまうくらいの所で握手や手を振ってく

ださい。 

（10）いそっぴには表情の変化が無いので、止まっていると単なる人形になっ

てしまいます。そのため、体を揺するなどほんの少しのアクションで良

いので、できるだけ動き続けてください。 

（11）着用時においては、子供が周りにいるといそっぴだけではスケジュール

通りの対応が難しいので、必ず介添え担当者がスケジュールに合わせて

行動させてください。 

（12）もし体調が悪くなったときなど、着用者が介添え担当者に気持ちを伝え

るのは無理なので、スケジュールよりも早く引き上げてもらいたいとき

のサインを予め決めておいてください。【推奨：座って腕バタバタ】 

（13）出演回数が複数になるときに、着用者と介添えは必ずインターバル時に

おいて水分や塩分を取ってください。アルコール飲酒は厳禁。 

（14）使用後は、消臭剤を吹きかけてください。また天日干しを必ずしてくだ

さい。 
（15）雨の日は絶対に使用を控えてください。（小雨も使用不可。地面が濡れて

いる場合も使用不可。） 
（16）返却をする際は必ず着ぐるみのチェックを職員と共にしてください。 
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